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九州エリアの再生可能エネルギー（自然変動電源）
発電設備の出力抑制における公平性の検証結果

～２０２２年度実施分 九州電力送配電～

２０２３年６月２８日
電力広域的運営推進機関

添付資料
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3１．はじめに

九州電力送配電は、2022年4月から2023年3月に、九州エリア(離島を除く)で実
施した再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」とい
う。）の出力抑制について、本機関にて、業務規程第180条の第2項に基づき、出
力抑制に関する公平性を検証したので、その結果を公表する。
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本機関は、九州エリア(離島を除く)において一般送配電事業者が自然変動電源の出力抑
制を行った場合には、

１．再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

２．優先給電ルールに基づく抑制・調整（下げ調整力確保）の具体的内容

３．再エネの出力抑制を行う必要性

４．年間を通じて、太陽光・風力に対し公平に出力抑制が行われたかどうか

の検証を行い、結果を公表することとしている。

このうち、１～３の出力抑制指示の妥当性については、抑制実施月の翌月に検証結果を
公表済みである。

今回は、４の出力抑制の実績に対し、太陽光・風力事業者間の公平性の検証を行った。

2022年度の出力抑制実績(合計80日)

２．公平性検証の位置づけ

実施年月
2022年 2023年

2022年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

抑制実績日数 17 7 － ー 1 1 7 4 1 6 13 23 80

検証結果
公表サイト

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html


5３．検証内容（１／２）

本機関は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」（令和４年4月 資源エネルギー庁、以
下「指針」という。）、業務指針、及び九州電力送配電から受領した「九州エリアにおける出力
制御対象事業者の選定」の資料から、九州電力送配電の出力抑制が予め定められた手続に
沿って公平に行われたか否かの検証を行った。

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと
・当該一般送配電事業者が審議会等で示した手続きに基づいて行われているか。

② 同一出力抑制ルール内の出力抑制日数の公平性
・①で示した、事業者毎（注１）または事業者グループ毎の抑制日数（注２）の差は、抑制の機会が公平
となるように（注３）順番に出力抑制を実施することから、１日以内となっているか。

・上記について、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オ
ンライン事業者」）と、オンライン事業者でない再エネ発電事業者（以下、「オフライン事業者」）毎に、
公平性を遵守（注４）できているか。

･2022年度からのオンライン代理制御による同一出力抑制ルール内の公平性の考え方は下記のとおり。
・オンライン事業者間

⇒実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、 本来制御・代理制御もともに均等になるよう代理制御を実施する。
・オフライン(手動)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）事業者の制御回数とオフライン（代理）事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように

出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反する
こととはならないものとする。

・オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者

の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。
（注１）～（注４）については次頁に記載



6３．検証内容（２／２）

③ 各出力抑制ルール間の公平性
･旧ルール・新ルール事業者についてそれぞれの出力制御上限（年間30日、360時間又は720時
間)に、達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」(注２） 間、および「太陽光・風力」
間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御されているか。

・無制限・無補償ルール事業者が年間30日等の上限を超えて出力抑制を行う場合は、旧ルール・新
ルール事業者が可能な限り出力制御上限まで出力制御されているか(注5)。

（注１）事業者毎とは、事業者が所有する発電所単位を指す。
（注２）抑制日数の定義

旧ルール（太陽光） ：年間30日 旧ルール（風力） ：年間30日※1

新ルール（太陽光） ：年間360時間※1 新ルール（風力） ：720時間※1 ※2

無制限・無補償ルール（太陽光）：無制限※1 無制限・無補償ルール（風力）：無制限※1 ※2

※１ 旧ルール事業者の制御日数が年間30日に到達するまでは、旧ルール太陽光と同じ交替制御による日数管理
※２ JWPA方式(等価時間管理による一律制御)への移行が完了するまでは、旧ルール風力と同じ交替制御による日数管理

（注３）機会の公平性を確認するため、前日指示に従わない事業者や当日に抑制指示解除をした事業者は当該
抑制日のカウントから除外することが適切であるため、抑制指示日数ではなく、抑制実績日数で評価する。

（注４）再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン事業者の制御機会がオフライン事業者より少ない
場合であっても、公平性に反することにはならない。

（注５）出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、上限まで出力制
御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。



7４．予め定められた手続（１／６）

九州電力送配電は、「第９回系統ＷＧ」（2016年11月25日開催）において、太陽光発
電事業者及び風力発電事業者に対し、以下の方法で出力抑制を行うことを公表した。

〔第９回系統ＷＧ資料抜粋〕

（※１）

（※２）

（※１） 無制限・無補償ルール事業者は無制限・無補償であるが、年間制御日数が30日に到達する
までは、両事業者間の制御機会の公平性確保の観点から、指定ルール(無制限・無補償ルー
ル)適用の事業者についても旧ルール適用の事業者と同様に交替制御及び日数管理を行うこと
を、「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき公表した。

（※２） 事業者を順次交代する制御を基本としているが、第９回系統ＷＧにて公表した「想定誤差を
考慮した運用方法（オンライン事業者による追加制御）」を行うことにより、オンライン事業者
に対する制御の機会が増加することへの対応は、年度単位で制御日数が同等となる
よう調整することとしている。



8４．予め定められた手続（２／６）

〔第９回系統ＷＧ資料抜粋〕

（※３） ＪＷＰＡ方式移行前であり、１日のカウント方法も太陽光と同じ。（スライド６参照。）

（※３）

風力については、全ての事業者が「等価時間管理による一律制御」に移行していないことから、
太陽光と同様の交替制御及び日数管理を行うこととしている。



9４．予め定められた手続（３／６）

第28回系統WG 資料抜粋

指定ルール(無制限・無補償ルール)については、「第２８回系統ＷＧ」（2020年12月11日
開催）において、再エネ接続量の増加により、2021年度の出力制御の見通しが、旧ルール事
業者の出力制御上限30日を超える見込みとなったことから、指定ルール(無制限・無補償ルー
ル)事業者を一律％制御とすることを公表し、2021年度より運用を開始している。

［指定ルール(無制限・無補償ルール)一律制御時の具体的な運用の考え方］

①前日段階で指令が必要な旧ルール（オフライン）事業者は、当日の天候悪化等による太陽光下ブレ時の不要な制御を極力回避するため、必要制御量

が大きい日（イメージ図①）に優先して、年間制御日数が30日となるよう制御量を配分。（配分量は制御実績を反映しながら、都度調整）

②旧ルール（オンライン）事業者については、年間制御日数上限30日を最大限に活用しながら、現行どおり必要な時間に交替制御。（イメージ図②）

③無制限・無補償ルール（オンライン）事業者は、前日配分したオフライン制御量 以上の制御が必要となった場合（イメージ図③）に、一律制御（追加制

御）を実 施

（注）年間シミュレーションを実施し、旧ルールオフラインの
年間制御日数が30日/発電所となるように、各月
の出力制御目標値を設定。
目標値は、制御実績に応じたシミュレーション結果
により、都度見直し。



10４．予め定められた手続（４／６）

○九州電力送配電では、旧ルール500kW以上についても、基本的にはオンライン代理制御を行うこととし、
オンライン制御のみでは制御量が不足する場合に限り、実制御（本来制御）を実施することとしている。

九州電力送配電は、「第35回系統ＷＧ」（2021年12月15日開催）において、2022年
度12月から導入するオンライン代理制御の運用について、以下の方法で出力抑制を行うことを
公表した。

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕



11４．予め定められた手続（５／６）

○オンライン代理制御導入後の公平性は、「本来制御回数＋被代理制御回数」を極力均等にする。
・各ルール間の公平性は下記の実績で均等となっているか。
[旧ルールオフライン] 500kW以上：被代理制御＋本来制御、500kW未満～10kW以上：被代理制御
[ 〃 オンライン] 本来制御
[無制限・無補償ルール］本来制御

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕



12４．予め定められた手続（６／６）

○一律制御をしている無制限・無補償ルールの制御日数は、各日の制御率※を加味
して日数カウントを行う。
※無制限・無補償ルール 50%制御の場合、日数カウントは、50%×1日＝0.5日とする。

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕



13５．出力抑制の公平性評価（公平性確認の考え方）

公平性検証にあたっては、オンライン事業者間及びオフライン事業者間での公平性が保たれ
ていれば「オンライン／オフライン事業者間での抑制日数の差があっても公平性に反しているとは
いえない」と定められている。

このことにより、オンライン／オフライン別にそれぞれ公平に抑制されているかを検証する。

そのため、期中連系事業者を除いた

・前年度末に連系済みの事業者を抽出し、その事業者が年間で公平に抑制されていること

をそれぞれの区分内で公平に抑制されていることを検証することとする。

また、九州エリアについては、2022年12月からオンライン代理制御の運用を開始し、同運用
の開始前後で無制限・無補償ルールのカウント方法が変更されたことから、2022年4月~11
月と2022年12月~2023年3月にわけて、公平性が保たれているか検証することとする。

なお、国の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での整理におい
てもオフラインからオンライン化への推奨がなされており、2022年度においても九州エリアで期中
でオフラインからオンラインに切り替えた事業者が年間で 224件※ 発生している。

これらの事業者については、期中でカテゴリーが変わった時点で、他事業者のローテーションに
組み込まれるため、切替前の抑制回数に差が生じるが、旧ルールについて30日を超えた抑制が
行われていないことをもって公平性が保たれていることを確認する。

※ 旧ルール ：高圧太陽光217件、特高太陽光7件
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九州エリアのオンライン事業者の2022/4~2022/11までの抑制日数を下図に示す。

・旧ルールは6~８日であり、２日間の差異があったが年度末においては1日しか乖離がなかった。

・新ルールは7日であり、回数の違いがなかった。

・一律制御の無制限・無補償ルールは、7日であった。

・各ルール間での日数についても1日以内であった。

以上から、期間を通じて自然変動電源のオンライン事業者に対し、公平に出力抑制が行われたと評価する。

５．（総括）出力抑制の公平性評価（１／４）【2022/4~2022/11】

太陽光 15 ／ 58 43 ／ 58 ー

風力 ー 4 ／ 4 ー

高圧 太陽光 ー 948 ／ 1,175 227 ／ 1,175

（500kW以上） 風力 ー 2 ／ 2 ー

特高 ー 4 ／ 4 ー

高圧 ー 5 ／ 5 ー

低圧 ー 1 ／ 1 ー

太陽光 ー ー

風力 ー ー

太陽光 ー ー

風力 ー ー

太陽光
（10kW以上）

風力 ー ー

オンライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

6日 7日 8日

7日

旧ルール

特高

適用ルール 電圧区分 種別

新ルール
（風力のみ）

風力

無制限無補

償ルール

特高

低圧
ー

7日

7日

7日

7日

7日

高圧

ー
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九州エリアのオフライン事業者の2022/4~2022/11までの抑制日数を下図に示す。

・旧ルールは7~８日であり、１日しか乖離がなかった。

・新ルールは7日であり、回数の違いがなかった。

・一律制御である無制限・無補償ルールは、7日であった。

・各ルール間での日数についても1日以内であった。

以上から、期間を通じて自然変動電源のオフライン事業者に対し、公平に出力抑制が行われたと評価する。

５．（総括）出力抑制の公平性評価（２／４） 【2022/4~2022/11】

太陽光 ー 6 ／ 20 14 ／ 20

風力 ー 21 ／ 21 0 ／ 21

高圧 太陽光 ー 110 ／ 771 661 ／ 771

（500kW以上） 風力 ー 17 ／ 17 0 ／ 17
特高 ー ー ー
高圧 ー 1 ／ 1 ー

低圧 ー 6 ／ 6 ー

太陽光 ー ー ー

風力 ー ー ー
太陽光 ー ー ー
風力 ー ー ー

太陽光
（10kW以上）

風力 ー ー

適用ルール 電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

6日 7日 8日

無制限無補

償ルール

特高

高圧

7日

低圧
―

旧ルール

特高

新ルール
（風力のみ）

風力

― ―
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九州エリアのオンライン事業者の2022/12~2023/3までの抑制日数を下図に示す。

・旧ルールは、(本来＋代理)制御が、21~22日であり１日しか乖離がなかった。

・新ルールは、全て14日であった。これは旧ルール、無制限・無補償ルールの本来制御(14~15日)と同等
であった。

・無制限・無補償ルールは、(本来＋代理)制御が、21.6日であった。

・各ルール間での日数についても1日以内であった。

以上から、期間を通じて自然変動電源のオンライン事業者に対し、公平に出力抑制が行われたと評価する。

５．（総括）出力抑制の公平性評価（３／４）【2022/12~2023/3】

適用
ルール

電圧区分 種別
オンライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

6日以下 7日 8日 13日 14日 15日 21日 22日

旧ルール

特高
太陽光

計 ー ー ー ー ー ー 16 ／ 69 53 ／ 69

内訳
本来 ー ー ー ー 27 ／ 69 42 ／ 69 ー ー

代理 ー 58 ／ 69 11 ／ 69 ー ー ー ー ー

風力 計 ー ー ー ー 4 ／ 4 ー ー ー

高圧
太陽光

計 ー ー ー ー ー ー 1041 ／ 1309 268 ／ 1309

内訳
本来 ー ー ー ー 1234 ／ 1309 75 ／ 1309 ー ー

代理 ー 1116 ／ 1309 193 ／ 1309 ー ー ー ー ー

風力 計 ー ー ー ー 3 ／ 3 ー ー ー

低圧
太陽光

計 ー ー ー ー ー ー 244 ／ 311 67 ／ 311

内訳
本来 ー ー ー ー 292 ／ 311 19 ／ 311 ー ー

(代理) ー 263 ／ 311 48 ／ 311 ー ー ー ー ー

風力 計 ー ー ー ー ー ー ー ー

新ルール
（風力のみ）

特高

風力

計 ー ー ー ー 4 ／ 4 ー ー ー

高圧 計 ー ー ー ー 5 ／ 5 ー ー ー

低圧注１ 計 ー ー ー ー 1 ／ 1 ー ー ー

無制限無補償ルール

特高
太陽光

計 ー ー ー ー ー ー ー 21.6日

内訳
本来 ー ー ー ー 14日 ー ー ー

代理 ー ー 7.6日 ー ー ー ー ー

風力 計 ー ー ー ー 14日 ー ー ー

高圧
太陽光

計 ー ー ー ー ー ー ー 21.6日

内訳
本来 ー ー ー ー 14日 ー ー ー

代理 ー ー 7.6日 ー ー ー ー ー

風力 計 ー ー ー ー 14日 ー ー ー

低圧注２
太陽光

計 ー ー ー ー ー ー ー 21.6日

内訳
本来 ー ー ー ー 14日 ー ー ー

代理 ー ー 7.6日 ー ー ー ー ー

風力 計 ー ー ー ー 14日 ー ー ー
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九州エリアのオフライン事業者の2022/12~2022/3までの抑制日数を下図に示す。

・旧ルールは、(本来＋代理)制御が、14~15日であり１日しか乖離がなかった。

・無制限・無補償ルールは、14日であった。

・各ルール間での日数についても1日以内であった。

以上から、期間を通じて自然変動電源のオフライン事業者に対し公平に出力抑制が行われたと評価する。

５．（総括）出力抑制の公平性評価（４／４） 【2022/12~2023/3】

適用
ルール

電圧区分 種別
オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

6日以下 7日 8日 13日 14日 15日 21日 22日

旧ルール

特高
太陽光

計 ー ー ー ー 12 ／ 15 3 ／ 15 ー ー

内訳
本来 14 ／ 15 ー ー ー ー ー ー ー

代理 ー ー ー 11 ／ 15 4 ／ 15 ー ー ー

風力 計 ー ー ー ー 20 ／ 20 ー ー ー

高圧
太陽光

計 ー ー ー ー 2539 ／ 2660 121 ／ 2660 ー ー

内訳
本来 726 ／ 2660 ー ー ー ー ー ー ー

代理 ー ー ー 605 ／ 2660 2055 ／ 2660 ー ー ー

風力 計 ー ー ー ー 17 ／ 17 ー ー ー

低圧
太陽光

計
（全て代理）

ー ー ー ー 52514 ／ 63445 10931 ／ 63445 ー ー

風力 計 ー ー ー ー ー ー ー ー

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 計 ー ー ー ー ー ー ー ー

高圧 風力 計 ー ー ー ー 1 ／ 1 ー ー ー

低圧 風力 計 ー ー ー ー 6 ／ 6 ー ー ー

無制限無補償ルール 低圧 風力 計 ー ー ー ー 14 ／ 14 ー ー ー

年間の抑制日数は
・旧ルールは、本来制御が21~22日間、新ルールは21日間、無制限・無補償ルールは21~22日間とな
った。
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本機関が検証した結果、九州電力送配電が行った出力抑制は、予め定められた手続に沿って
公平に行われたと判断する。

② 同一出力抑制ルール内の出力抑制日数の公平性

年度において、オンライン／オフライン事業者別で公平性の検証を行った。
旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールとも実績日数の差異が、1日以内となっており、公平に抑制を行っ
ていた。

○検証を行った項目

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

予め定めた手続どおり、交替で出力抑制を行っていた。

６．検証結果（１／１）

③ 各出力抑制ルール間の公平性

年度において、本来制御は旧ルール事業者は21~22日、新ルールは21日、無制限・無補償ルールは
21~22日であり、公平性は確保していたといえる。
また、年間を通じて再エネ抑制指示不履行であった発電所（１回でも抑制指示に従わなかった発電所）は

162件であったが、これらの発電所については、次回抑制時には優先的に抑制される運用となっており、再度の
抑制指示は履行していることを確認していることから、公平性を確保できているといえる。



19７．（参考1）日別の抑制実績

・2022年度において、発電所の抑制日数に大きな偏りがないことを確認した。

2022年4月 オンライン

適用
ルール

電圧区
分

種別
全制御対象
発電所数

４月 オンライン事業者 抑制発電所数の実績 抑制日数別発電所数

前月末接続事業者

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 3日 4日 5日 6日以上

旧ルール

特高
太陽光 58 14 58 13 35 26 16 20 9 29 220 12 46

風力 4 4 4 4 4 16 4

高圧 太陽光 1,175 787 734 656 659 262 331 335 298 449 286 4,797 1,078 97

(500k
W以上)

風力 2 2 2 2 2 8 2

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 4 4 4 4 4 16 4

高圧 5 5 5 5 5 20 5

低圧注１ 1 1 1 1 1 4 1

無制限・無補
償ルール

特高

太陽光
<1> <1> <1> <1> <1> <4> 4日

32 ― ― ― ― ―

風力
<1> <1> <1> <1> <1> 4 4日

1

高圧

太陽光

<1> <1> <1> <1> <1> <4> 4日

1294 ― ― ―― ―

風力
<1> <1> <1> <1> <1> <4> 4日

1

低圧注２

太陽光

<1> <1> <1> <1> <1> <4> 4日

365百件 ― ― ―― ―

風力
<1> <1> <1> <1> <1> <4> 4日

17 

オフライン

適用
ルール

電圧区
分

種別
全制御対象
発電所数

４月 オフライン事業者 抑制発電所数の実績 抑制日数別発電所数

前月末接続事業者

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 3日 4日 5日 6日以上

旧ルール

特高
太陽光 26 7 5 14 11 26 26 3 12 104 26

風力 21 21 21 21 21 84 21

高圧 太陽光 868 213 169 411 377 858 834 139 339 3,340 132 736

(500k
W以上)

風力 17 17 17 17 17 68 17

新ルール
（風力のみ）

特高 風力

高圧 1 1 1 1 1 4 1

低圧注１ 6 6 6 6 6 24 6

無制限・無補
償ルール

特高
太陽光

風力

高圧
太陽光

― ― ――

風力

低圧注２

太陽光
― ― ――

風力
<1> <1> <1> <1> <1> <4> 6日

4 

(2022年４月分）



20７．（参考1）日別の抑制実績

2022年5月 オンライン

適用
ルール

電圧区
分

種別
全制御対象
発電所数

５月 オンライン事業者 抑制発電所数の実績 抑制日数別発電所数

前月末接続事業者

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 1日 2日 3日 4日
5日以

上

旧ルール

特高
太陽光 58 30 58 88 28 30

風力 4 4 4 8 4

高圧 太陽光 1,203 318 634 203 222 1,377 1,029 174

(500k
W以上)

風力 2 2 2 4 2

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 4 4 4 8 4

高圧 5 5 5 10 5

低圧注１ 1 1 1 2 1

無制限・無
補償ルール

特高

太陽光
<1> <1> <1> １日

33 ― ― ― ― ― ―

風力
<1> 1 １日

1

高圧

太陽光

<1> <1> <1> １日

1326

―

― ―― ― ―

風力
<1> <1> １日

<1>

低圧注２

太陽光

<1> <1> <1> １日

367百件

―

― ―― ― ―

風力
<1> <1> <1> １日

17 

オフライン

適用
ルール

電圧区
分

種別
全制御対象
発電所数

５月 オフライン事業者 抑制発電所数の実績 抑制日数別発電所数

前月末接続事業者

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 1日 2日 3日 4日
5日以

上

旧ルール

特高
太陽光 27 25 3 7 35 19 8

風力 21 21 21 21

高圧 太陽光 840 752 111 240 1,103 577 263

(500k
W以上)

風力 17 17 17 17

新ルール
（風力のみ）

特高 風力

高圧 1 1 1 1

低圧注１ 6 6 6 6

無制限・無
補償ルール

特高
太陽光

風力

高圧
太陽光

― ― ― ―― ―

風力

低圧注２

太陽光
― ― ― ―― ―

風力
<1> <1> <1> １日

4 

(2022年5月分）



21７．（参考1）日別の抑制実績

オンライン

電圧区分 種別
全制御対象
発電所数

８月 オンライン事業者 抑制発電所数の実績 抑制日数別発電所数

前月末接続事業者

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 1日 2日 3日 4日以上

特高
太陽光 62 18 18 18

風力 4

高圧 太陽光 1,235

(500kW以
上)

風力 2

特高 風力 4

高圧 5

低圧注１ 1

特高

太陽光
36 ―

風力
1

高圧

太陽光

―

1363 ― ―― ― ―

風力
―

1

低圧注２

太陽光

―

372百件 ― ―― ― ―

風力
―

17 

オフライン

電圧区分 種別
全制御対象
発電所数

８月 オフライン事業者 抑制発電所数の実績 抑制日数別発電所数

前月末接続事業者

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 1日 2日 3日 4日以上

特高
太陽光 26

風力 21

高圧 太陽光 808

(500kW以
上)

風力 17

特高 風力

高圧 1

低圧注１ 6

特高
太陽光

風力

高圧
太陽光

― ―― ― ―

風力

低圧注２

太陽光
― ―― ― ―

風力
―

4 

(2022年８月分）

※２022年6月、7月は抑制なし



22７．（参考1）日別の抑制実績

2022年9月 オンライン

適用
ルール

電圧区分 種別
全制御対象
発電所数

９月 オンライン事業者 抑制発電所数の実績 抑制日数別発電所数

前月末接続事業者

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 1日 2日 3日 4日以上

旧ルール

特高
太陽光 64 22 22 22

風力 4

高圧 太陽光 1,239 461 461 461

(500kW
以上)

風力 2

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 4

高圧 5

低圧注１ 1

無制限・無補
償ルール

特高

太陽光
<1>

36 ―

風力
1

高圧

太陽光

<1>

1385 ― ―― ― ―

風力
<1>

<1>

低圧注２

太陽光

<1>

373百件 ― ― ―
― ―

風力
<1> ― ― ― ―

17 

オフライン

適用
ルール

電圧区分 種別
全制御対象
発電所数

９月 オフライン事業者 抑制発電所数の実績 抑制日数別発電所数

前月末接続事業者

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 1日 2日 3日 4日以上

旧ルール

特高
太陽光 24

風力 21

高圧 太陽光 805

(500kW
以上)

風力 17

新ルール
（風力のみ）

特高 風力

高圧 1

低圧注１ 6

無制限・無補
償ルール

特高
太陽光

風力

高圧
太陽光

― ―― ― ―

風力

低圧注２

太陽光
― ―― ― ―

風力
<1>

4 

(2022年9月分）



23７．（参考1）日別の抑制実績

2022年10月 オンライン

適用
ルール

電圧区
分

種別
全制御対象
発電所数

１０月 オンライン事業者 抑制発電所数の実績
抑制日数別発電所数

前月末接続事業者

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 1日 2日 3日 4日以上

旧ルール

特高
太陽光 68 1 1 1

風力 4

高圧 太陽光 1,259 590 364 954 954

(500k
W以上)

風力 2

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 4

高圧 5

低圧注１ 1

無制限・無補
償ルール

特高

太陽光
<1> <1> <1> １日

37

風力
<1> <1> １日

1

高圧

太陽光

<1> <1> <1> １日

1392 ― ―― ― ―

風力
<1> <1> <1> １日

1

低圧注２

太陽光

<1> <1> <1> １日

375百件 ― ―― ― ―

風力
<1> <1> <1> １日

17 

オフライン

適用
ルール

電圧区
分

種別
全制御対象
発電所数

１０月 オフライン事業者 抑制発電所数の実績
抑制日数別発電所数

前月末接続事業者

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 1日 2日 3日 4日以上

旧ルール

特高
太陽光 20 4 8 20 32 8 12

風力 21 21 21 21

高圧 太陽光 786 189 246 302 180 752 1,669 689 97

(500k
W以上)

風力 17 17 17 17

新ルール
（風力のみ）

特高 風力

高圧 1 1 1 1

低圧注１ 6 6 6 6

無制限・無補
償ルール

特高
太陽光

風力

高圧
太陽光

―

風力

低圧注２

太陽光
―

風力
<1> <1> <1> １日

4 

(2022年10月分）



24７．（参考1）日別の抑制実績

(2022年11月分）
2022年11月 オン ライン

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 1日 2日 3日 4日以上

太陽光 68 13 19 19 51 51

風力 4 4 4 4

高圧 太陽光 1,275 329 734 1,063 1,063

(500kW以上) 風力 3 3 3 3

特高 風力 4 4 4 4

高圧 5 5 5 5

低圧注１ 1 1 1 1

<1> <1> <1> １日

37

<1> <1> <1> １日

1

<1> <1> <1> １日

― ― ―

<1> <1> <1> １日

1

<1> <1> <1> １日

― ― ―

<1> <1> <1> １日

17

オフ ライン

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 1日 2日 3日 4日以上

太陽光 20 16 16 16

風力 21 21 21 21

高圧 太陽光 771 457 457 457

(500kW以上) 風力 17 17 17 17

特高 風力

高圧 1 1 1 1

低圧注１ 6 6 6 6

太陽光

風力

― ― ―

風力

― ― ―

<1> <1> <1> １日

4

全制御対象

発電所数※
<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

１１月　オンライン事業者

抑制発電所数の実績<抑制グループ数の実績>
抑制日数別の合計

注3

発電所数<グループ数>
前月末接続事業者

太陽光

風力

高圧

太陽光

適用

ルール
電圧区分 種別

旧ルール

特高

新ルール
（風力のみ）

指定ルール

特高

1402 ― ―

風力

風力

適用

ルール
電圧区分 種別

全制御対象

発電所数※

<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

１１月　オフライン事業者

抑制発電所数の実績<抑制グループ数の実績>
抑制日数別の合計

注3

発電所数<グループ数>
前月末接続事業者

低圧
注２

太陽光
376百件 ― ―

旧ルール

特高

新ルール
（風力のみ）

指定ルール

特高

高圧
太陽光

― ―

風力

低圧注２

太陽光
― ―



25７．（参考1）日別の抑制実績

(2022年12月分）
2022年12月 オンライン

適用
ルール

電圧区分 種別
全制御対象
発電所数※

<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

12月 オンライン事業者 抑制発電所数の実績<抑制グループ数の実績> 抑制日数

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 1日 2日 3日 4日以上

旧ルール

特高
太陽光 69

計 15 15 15

内訳
本来 12 12 12

(代理) 3 3 3

風力 4 計 4 4 4

高圧
太陽光 1,309

計 214 214 214

内訳
本来 159 159 159

(代理) 55 55 55

風力 3 計 3 3 3

低圧
太陽光 311

計 51 51 51

内訳
本来 38 38 38

(代理) 13 13 13

風力 ー 計

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 4 計 4 4 4

高圧 風力 5 計 5 5 5

低圧注１ 風力 1 計 1 1 1

無制限無補償
ルール

特高

太陽光
<1>

計 0.2 <0.21> 0.2日

内訳
本来 0.1 <0.12> 0.1日

(代理) 0.1 <0.09> 0.1日

37

風力
計 <1> <1> 1日

1

高圧

太陽光
<1>

計 0.2 <0.21> 0.2日

内訳
本来 0.1 <0.12> 0.1日

(代理) 0.1 <0.09> 0.1日

1349

風力
計 <1> <1> 1日

1

低圧注２

太陽光
<1>

計 0.2 <0.21> 0.2日

内訳
本来 0.1 <0.12> 0.1日

(代理) 0.1 <0.09> 0.1日

378百件

風力
<1> 計 <1> <1> 1日

17 

オフライン

適用
ルール

電圧区分 種別
全制御対象
発電所数※

<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

12月 オフライン事業者 抑制発電所数の実績<抑制グループ数の実績> 抑制日数

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 1日 2日 3日 4日以上

旧ルール

特高
太陽光 19

計 3 3 3

内訳
本来

[代理] 3 3 3

風力 21 計

高圧
太陽光 2,701

計 328 328 328

内訳
本来

[代理] 328 328 328

風力 17 計

低圧
太陽光 63,584

計 7713 7,713 7713

内訳
本来

(代理) 7713 7,713 7,713

風力 ー 計

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 計

高圧 風力 1 計

低圧注１ 風力 6 計

無制限無補償
ルール

特高
太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力 計

高圧
太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力 計

低圧注２

太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力
<1> 計 <1> <1> 1日

4 



26７．（参考1）日別の抑制実績

(2023年１月分）
2023年1月 オンライン

適用
ルール

電圧区分 種別
全制御対象
発電所数※
<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

1月 オンライン事業者 抑制発電所数の実績<抑制グループ数の実績> 抑制日数

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 1日 2日 3日 4日以上

旧ルール

特高
太陽光 72

計 36 24 26 17 20 18 141 3 69

内訳
本来 24 16 21 12 13 11 97 47 25

(代理) 12 8 5 5 7 7 44 44

風力 4 計 4 4 4

高圧
太陽光 1,320

計 571 552 352 327 383 293 2,478 162 1,158

内訳
本来 395 333 271 217 261 190 1,667 973 347

(代理) 176 219 81 110 122 103 811 811

風力 3 計 3 3 3

低圧
太陽光 311

計 134 130 83 77 90 69 583 39 272

内訳
本来 93 78 64 51 62 45 393 229 82

(代理) 41 52 19 26 28 24 190 190

風力 ー 計

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 4 計 4 4 4

高圧 風力 5 計 5 5 5

低圧注１ 風力 1 計 1 1 1

無制限無補償
ルール

特高

太陽光
<1>

計 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 <2.07> 2.1日

内訳
本来 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 <1.28> 1.3日

(代理) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 <0.79> 0.8日

37

風力
計 <1> 1 1日

1

高圧

太陽光
<1>

計 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 <2.07> 2.1日

内訳
本来 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 <1.28> 1.3日

(代理) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 <0.79> 0.8日

1372

風力
計 <1> <1> 1日

1

低圧注２

太陽光
<1>

計 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 <2.07> 2.1日

内訳
本来 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 <1.28> 1.3日

(代理) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 <0.79> 0.8日

379百件

風力
<1> 計 <1> <1> 1日

17 

オフライン

適用
ルール

電圧区分 種別
全制御対象
発電所数※
<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

１月 オフライン事業者 抑制発電所数の実績<抑制グループ数の実績> 抑制日数

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 1日 2日 3日 4日以上

旧ルール

特高
太陽光 16

計 6 5 3 5 3 5 27 5 11

内訳
本来

[代理] 6 5 3 5 3 5 27 5 11

風力 21 計 21 21 21

高圧
太陽光 2,685

計 803 678 551 441 532 387 3,392 1978 707

内訳
本来

[代理] 803 678 551 441 532 387 3,392 1,978 707

風力 17 計 17 17 17

低圧
太陽光 63,529

計
19,00

7
16,03

3
13,030 10,438

12,58
1

9,148 80,237 46821 16708

内訳

本来

(代理)
19,00

7
16,03

3
13,030 10,438

12,58
1

9,148 80,237 46,821 16,708

風力 ー 計

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 計

高圧 風力 1 計 1 1 1

低圧注１ 風力 6 計 6 6 6

無制限無補償
ルール

特高
太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力 計

高圧

太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力
<1> 計

低圧注２

太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力
<1> 計 <1> <1> 1日

4 



27７．（参考1）日別の抑制実績

(2023年2月分）
2023年2月 オンライン

適用
ルール

電圧区分 種別
全制御対象
発電所数※
<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

2月 オンライン事業者 抑制発電所数の実績<抑制グループ数の実績> 抑制日数

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 1日 2日 3日 4日 5日

旧ルール

特高
太陽光 73

計 37 17 12 9 49 6 14 30 5 18 46 25 29 297 68 5

内訳
本来 19 12 7 7 26 5 8 21 3 13 40 19 21 201 18 55

(代理) 18 5 5 2 23 1 6 9 2 5 6 6 8 96 50 23

風力 4 計

高圧
太陽光 1,327

計 536 383 239 156 634 106 239 440 84 403 835 491 637 5,183 125 1,202

内訳
本来 270 273 186 80 442 51 150 263 45 288 669 318 403 3,438 543 784

(代理) 266 110 53 76 192 55 89 177 39 115 166 173 234 1,745 909 418

風力 3 計

低圧
太陽光 312

計 126 90 56 37 149 25 56 103 20 96 196 115 150 1,219 29 283

内訳
本来 63 64 44 19 104 12 35 62 11 68 157 75 95 809 127 185

(代理) 63 26 12 18 45 13 21 41 9 28 39 40 55 410 214 98

風力 ー 計

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 4 計

高圧 風力 5 計

低圧注１ 風力 1 計

無制限無補償
ルール

特高

太陽光
<1>

計 0.3 0.3 0.2 0.1 0.6 0.1 0.2 0.3 0.0 0.3 1.0 0.4 0.5 <4.2> 4.2日

内訳
本来 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.5 0.2 0.3 <2.48> 2.5日

(代理) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.2 <1.72> 1.7日

38

風力
計

1

高圧

太陽光
<1>

計 0.3 0.3 0.2 0.1 0.6 0.1 0.2 0.3 0.0 0.3 1.0 0.4 0.5 <4.2> 4.2日

内訳
本来 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.5 0.2 0.3 <2.48> 2.5日

(代理) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.2 <1.72> 1.7日

1373

風力
計

1

低圧注２

太陽光
<1>

計 0.3 0.3 0.2 0.1 0.6 0.1 0.2 0.3 0.0 0.3 1.0 0.4 0.5 <4.2> 4.2日

内訳
本来 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.5 0.2 0.3 <2.48> 2.5日

(代理) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.2 <1.72> 1.7日

381百件

風力
<1> 計

17 

オフライン

適用
ルール

電圧区分 種別
全制御対象
発電所数※
<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

２月 オフライン事業者 抑制発電所数の実績<抑制グループ数の実績> 抑制日数

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 1日 2日 3日 4日 5日

旧ルール

特高
太陽光 16

計 1 1 8 1 5 3 11 2 3 35 13 3

内訳
本来

[代理] 1 1 8 1 5 3 11 2 3 35 13 3

風力 21 計 21 21 21

高圧
太陽光 2,686

計 546 552 376 163 894 104 304 533 92 582 1354 645 816 6,961 1,097 1,589

内訳
本来

[代理] 546 552 376 163 894 104 304 533 92 582 1354 645 816 6,961 1,097 1,589

風力 17 計 17 17 17

低圧
太陽光 63,528

計 12910 13065 8894 3848
2113

8
2456 7196

1260
8

2178 13773
3202

1
1524

7
1929

6
164,630 25,954 37,574

内訳

本来

(代理) 12,910 13,065 8,894 3,848
21,13

8
2,456 7,196

12,60
8

2,178 13,773
32,02

1
15,24

7
19,29

6
164,630 25,954 37,574

風力 ー 計

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 計

高圧 風力 1 計 1 1 1

低圧注１ 風力 6 計 6 6 6

無制限無補償
ルール

特高
太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力 計

高圧

太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力
計

低圧注２

太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力
<1> 計 1日

4 



28７．（参考1）日別の抑制実績

(2023年3月分）
2023年3月 オンライン

適用
ルール

電圧区
分

種別
全制御対象
発電所数※
<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

3月 オンライン事業者 抑制発電所数の実績<抑制グループ数の実績> 抑制日数

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 4日以下 5日 6日 9日 10日 11日 12日 15日 16日

旧ルール

特高
太陽光 74

計 38 31 42 74 51 42 50 48 60 73 53 55 50 72 54 74 41 41 29 34 56 52 26 1146 38 36

内訳
本来 24 20 35 44 35 28 29 30 42 43 39 39 28 42 31 58 40 27 26 19 35 34 15 763 51 23

(代理) 14 11 7 30 16 14 21 18 18 30 14 16 22 30 23 16 1 14 3 15 21 18 11 383 61 13

風力 4 計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4

高圧
太陽光 1,339

計 603 603 707 1339 859 864 1010 901 1138 1192 924 931 919 734 1060 1339 668 781 655 817 938 901 549 20,432 992 347

内訳
本来 402 415 522 875 569 582 587 645 764 750 616 615 626 434 635 980 602 509 385 455 628 644 261 13,501 1,228 111

(代理) 201 188 185 464 290 282 423 256 374 442 308 316 293 300 425 359 66 272 270 362 310 257 288 6,931 1103 236

風力 3 計 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3

低圧
太陽光 313

計 141 141 165 313 201 202 236 211 266 279 216 218 215 172 248 313 156 183 153 188 219 211 128 4,775 233 80

内訳
本来 94 97 122 205 133 136 137 151 179 175 144 144 146 101 148 229 141 119 90 106 147 151 61 3,156 287 26

(代理) 47 44 43 108 68 66 99 60 87 104 72 74 69 71 100 84 15 64 63 82 72 60 67 1,619 259 54

風力 ー 計

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 4 計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4

高圧 風力 5 計 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5

低圧注１ 風力 1 計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

無制限無補
償ルール

特高

太陽光
<1>

計 0.5 0.5 0.7 1.0 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 1.0 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.3 <15.2> 15日

内訳
本来 0.3 0.3 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 <10.2> 10日

(代理) 0.2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 <5> 5日

40

風力
計 <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <12> 12日

1

高圧

太陽光
<1>

計 0.5 0.5 0.7 1.0 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 1.0 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.3 <15.2> 15日

内訳
本来 0.3 0.3 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 <10.2> 10日

(代理) 0.2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 <5> 5日

1392

風力
計 <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <12> 12日

1

低圧注２

太陽光
<1>

計 0.5 0.5 0.7 1.0 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 1.0 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.3 <15.2> 15日

内訳
本来 0.3 0.3 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 <10.2> 10日

(代理) 0.2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 <5> 5日

383百件

風力
<1> 計 <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <12> 12日

17 

オフライン

適用
ルール

電圧区
分

種別
全制御対象
発電所数※
<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

3月 オフライン事業者 抑制発電所数の実績<抑制グループ数の実績> 抑制日数

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 4日以下 5日 6日 9日 10日 11日 12日 15日 16日

旧ルール

特高
太陽光 15

計 6 3 5 12 8 4 6 9 9 7 4 8 8 5 9 15 2 5 5 5 5 8 5 153 12 3

内訳
本来 14 14 14

[代理] 6 3 5 12 8 4 6 9 9 7 4 8 8 5 9 1 2 5 5 5 5 8 5 139 11 4

風力 20 計 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 20

高圧
太陽光 2,660

計 798 825 1037 1739 1130 1156 1167 1282 1517 1490 1224 1221 1243 862 1261 2142 966 1011 764 904 1247 1280 518 26,784 2,476 184

内訳
本来 726 726 726

[代理] 798 825 1037 1739 1130 1156 1167 1282 1517 1490 1224 1221 1243 862 1261 1416 966 1011 764 904 1247 1280 518 26,058 542 2118

風力 17 計 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 17

低圧
太陽光 63,445

計
19,03

4
19,668 24,744

41,47
7

26,94
3

27,58
2

27,83
0

30,57
2

36,19
0

35,52
9

29,20
4

29,12
4

29,65
9

20,55
8

30,07
0

46,44
4

46,44
4

24,10
9

18,22
4

21,57
1

29,74
5

19,83
1

12,367 646,919 50,976 12,469

内訳

本来

(代理)
19,03

4
19,668 24,744

41,47
7

26,94
3

27,58
2

27,83
0

30,57
2

36,19
0

35,52
9

29,20
4

29,12
4

29,65
9

20,55
8

30,07
0

46,44
4

46,44
4

24,10
9

18,22
4

21,57
1

29,74
5

19,83
1

12,367 646,919 50,976 12,469

風力 ー 計

新ルール
（風力のみ）

特高 風力 計

高圧 風力 1 計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

低圧注１ 風力 6 計 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 6

無制限無補
償ルール

特高
太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力 計

高圧

太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力
計

低圧注２

太陽光

計

内訳
本来

[代理]

風力
<1> 計 <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <1> <12> 12日

4 



29８．（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

１．出力制御の機会の公平性の考え方について

（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

出力制御の上限について、年間30日（日数制御）、年間360時間又は年間720時間（部分制御換算時間）、
無制限・無補償ルールが規定されているが、同一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うよう
にする必要がある。そのため、出力制御を行うにあたっては、同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて各ル
ールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となるように順番に出力制御を実施
する。
なお、年度単位の出力制御にあたっては、例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最初に出力制御した場合には長
期的観点から見れば、グループＡに出力制御の機会が集中するため、長期的な視点からも出力制御の機会が均等とな
るように配慮する必要がある。（中略）

○「公平性」の定義について
本指針で用いる「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とすることとする。

例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは20日、Ｃは21日となっているが、手続上の公平性が確保さ
れている場合には、公平性に反しない。
また、
・日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なる場合でも、手続上の公平が確保されている場合
・同一出力制御ルール内において、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンライン制御
事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合

については、公平性に反することにはならないものとする。

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞



30８．（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。
① 日数制御が適用される再エネ発電事業者、時間制御が適用される再エネ発電事業者及び無制限・無補償ルールが

適用される再エネ発電事業者間の公平性の観点から、全体の出力制御量がそれぞれの出力制御の上限（年

間 30日（日数制御）、360 時間又は 720時間（部分制御換算時間））に達すると見込まれるまでの間は
、再エネ特措法施行規則第１４条第２項に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に
沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。 （中略）

② 無制限・無補償ルールが適用される再エネ発電事業者に対して年間 30 日等の上限を超えて出力制御を行う場合に
は、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を
行うこととする。 ただし、出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、
上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。

○10kW未満（主に住宅用）太陽光発電の取り扱いについて
太陽光発電の出力制御については、まず10ｋＷ以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、

10ｋＷ未満の案件に対して出力制御を行うものとする。



31（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
オンライン代理制御を実施した場合の出力制御の機会の公平性について、基本的な考え方に変わりはないが、オン
ライン制御事業者が実制御を実施した回数には本来行うべきであった出力制御とオフライン（代理）制御事業者
に代わって行った代理制御が混在することから、均等とすべき出力制御の機会の対象となる制御回数の範囲につい
て留意が必要である。

また、オフライン（代理）制御事業者についても、実制御は実施していないが、金銭的精算をもって、オフライン（
代理）制御事業者が本来行うべき出力制御を行ったものとみなすことから、均等とすべき出力制御の機会の対象と
なるのは、出力制御を行ったものとみなした制御回数であることに留意が必要である。

なお、出力制御の上限である年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間のカウントにおいて、オンライン制御事
業者については、オフライン（代理）制御事業者の代わりに、出力を抑制する場合は含まない。また、オフライン（
代理）事業者については、本来出力の抑制を受けるべき時間帯としてあらかじめ一般送配電事業者から示された
時間帯において、オンライン事業者により出力を抑制する場合を含むこととなる。
それぞれの詳細については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（手動）制御事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。

B：オフライン（代理）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

C：オンライン制御事業者間
⇒代理制御分のみなし精算は一律で行われるため、実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、
本来制御・代理制御もともに均等になると考えられる。このため、実制御回数に基づき、出力制御の機会が
均等となるように代理制御を実施する。

D：オフライン(手動)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出
力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手
続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。
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E：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

②ハイブリッド運用時の代理制御
出力制御の機会の公平性の考え方については、基本的には上記通常の代理制御の場合の考え方と同様である。

オフライン（ハイブリッド）制御事象者に係る公平性の考え方については、以下に示すとおりである。
A：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施
する。なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会の均等を行うため、公平
性に反しないものとする。

D：オフライン(ハイブリッド)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（ハイブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代
理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機
会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイ
ブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が
均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであっ
た制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担
保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。
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■業務規程

（出力抑制時の検証）

第１８０条 本機関は、一般送配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、下げ
調整力が不足する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に
関する資料の提出を受ける。

２ 本機関は、前項の資料に基づき、一般送配電事業者たる会員の出力抑制が法令及び送配電等業
務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

■送配電等業務指針

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証）

第１８３条 一般送配電事業者は、第１７４条第１項第５号に定める自然変動電源の出力抑制
を行った場合、本機関に対し、第１号から第３号までに掲げる事項は速やかに、第４号に掲げる事
項は翌年度４月末日までに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しなければならない。

一～三 （略）

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、予め定められた手続きに沿って年間
を通じて行った出力抑制の具体的内容


